
◆皆様からよくいただく質問について抜粋してお答えします 

番号 質問 回答

①

川の中にはたくさんのハリエンジュがあります。
なぜ公募して切らなければならないのですか？勝
手に伐ってはいけないのですか？

河川敷には民地もあり、民地の中の木はその土地の人
の財産なので、勝手に伐ることはできません。
また、国有地の木については「公共物」となりますの
で、許可無く取得することはできません。

②

・１区画あたりの面積を小さくして、区画の数を
多くしてほしい。
・区画の数を減らして、１区画あたりの面積を大
きくしてほしい。

毎年公募箇所の面積については「もっと狭くてもいい
から数多く」「もっと少なくてもいいから１人あたり
の面積を広く」と様々な意見をいただいております。
その中で、色々な意見を取り入れたうえで現在の面積
（軽トラック５台分程度）とさせていただいておりま
すが、近年期限内に作業を終えられないかたが多いた
め、１区画を若干小さめに設定する方向としていま
す。

③

枝の持ち帰りがとても大変です。できれば持ち帰
りたくないのですが。

応募者のかたの中には「手間は惜しまないが木が欲し
い」というかたが大勢いらっしゃいます。実際きちん
と処理してくださるかたが大半で、そのような方々の
苦労に報いるため、枝を持ち帰っていただけるかたは
優先させていただいています。

④
当選・落選の結果がわからないので教えてほしい
です

落選の場合の連絡はいたしませんが、当選者にはHP上
で発表するとともに、直接通知しています。

⑤

ほかに川の木を手に入れる方法はありませんか？ ①にあるとおり、河川敷内の樹木は勝手に伐ることは
できません。
河川内の樹木を手に入れるには、この公募による伐採
のほか、河川法25条を適用した公募伐採があります。
また、不定期に工事現場から発生する樹木を無償提供
する場合がありますので、ＨＰでご確認ください。

⑥

今まで応募した人に、事前に開催メールをもらえ
ないですか？

例年応募頂いている個人情報については、個人情報保
護の観点から終了後全て破棄しています。そのため、
データが存在しません。
また、毎年何倍もの応募がある中で、なるべく情報の
公平性を保つ必要があります。
以上の配慮から事前連絡は実施いたしませんので、ご
理解願います。
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